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宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行等及び 
施行に伴う宅地建物取引主任者証の切替交付について 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 さて、国土交通省から標記について別添のとおり周知依頼がありました。 

 つきましては、下記及び別添のとおりご連絡いたします。        敬 具 

記 

１．宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行等について（国土動第７５号） 

  詳細は、別添１を参照ください。 

２．宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引主任者証の 

切替交付について（国土動第７１号） 

詳細は、別添２を参照ください。 

 (1) 切替交付の申請について 

  ○不要不急の切替交付申請について 

   宅地建物取引主任者証については、改正法附則第４条において宅地建物取引士

証とみなすこととされており、改正法の施行後も、有効期限の範囲において有効

である。また、一定の期間に大量の切替交付の申請がなされれば、当該事務を実

施する都道府県においては通常の業務に支障をきたす恐れがある。上記の理由か

ら不要不急の切替交付申請については控えられたい。 

  ○都道府県との切替交付の申請ルールに関する調整について 

    当協会に対し調整があった都道府県については、結果がわかり次第改めてご連

絡しますが、各都道府県からルールについて発表されることもありますので、各

自ご留意ください。 

 (2) 再交付の手数料について 

   手数料徴収の有無については、各都道府県の判断によるとされていることから、

今後各都道府県から発表されることもありますので、ご留意ください。 

以 上 

    

別添１ 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行等について（国土動第７５号） 

別添２ 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引主任者証

の切替交付について（国土動第７１号） 

＊ 問合せ先  事務局 原田（ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１） 
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（４）宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上

に努めなければならない （第１５条の３関係）。
（５）宅地建物取引業者による従業者の教育

宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な
教育を行うよう努めなければならない （第３１条の２関係）。

（６）免許等に係る欠格事由等の追加
① 宅地建物取引業の免許に係る欠格事由及び取消事由として、暴力団員等又は暴力団

員等がその事業活動を支配する者であることを追加する （第５条第１項及び第６６。
条第１項関係）

② 宅地建物取引士の登録に係る欠格事由及び消除事由として、暴力団員等であること
を追加する （第１８条第１項及び第６８条の２第１項関係）。

※積立式宅地建物販売業法（昭和４６年法律第１１１号）の改正内容は、上記の（１ 。）

第２．宅地建物取引業法施行規則等の改正（別紙２参照）
１．改正の趣旨

改正法に伴って、宅地建物取引業法施行規則（昭和３２年建設省令第１２号）につい
て以下の所要の措置を講じることとした。

２．改正の内容
（１ 「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める （第１条の２等関係）） 。
（２）法第１５条が改正法により新たに法第３１条の３として規定されたことに伴い、法第

１５条の委任を受けて規定されている第６条の２及び第６条の３の規定位置を改める。
（第１５条の５の２、第１５条の５の３関係）

（３）希望者が「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に切り替えることを可能
とするため 再交付の申請をすることができる理由として 破損 等に加え 新たに そ、 「 」 、 「
の他の事由」を追加するとともに、都道府県が条例により再交付に係る手数料を定めて
いる場合は、当該手数料を納付しなければならないことを明確にする （第１４条の１。
５関係）

（４）平成２６年３月の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大
） 、 （ ）蔵省令第５９号 の改正を受け 事業報告書への記載を要する資産の基準 重要性基準

を総資産（又は負債及び純資産の合計）の１００分の１から１００分の５に改正する。
（様式第１５号及び１６号の４関係）

※積立式宅地建物販売業法施行規則（昭和４６年建設省令第２９号）の改正内容は、上記の

（１）及び（４ 。）

第３．標準媒介契約約款の改正（別紙３参照）
１．改正の趣旨

改正法に伴って、標準媒介契約約款（平成２年建設省告示第１１５号）について以下
の所要の措置を講じることとした。

２．改正の内容
「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める （標準専任媒介契約約款等関。
係）

第４．宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正（別紙４参照）



１．改正の趣旨
改正法に伴って、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について、以下の所要の措

置を講じることとした。

２．改正の内容
（１ 「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に改める。）
（２）法第１５条が改正法により新たに法第３１条の３として規定されたことに伴い、法第

１５条関係の規定位置を改める。
（３）宅地建物取引士の業務処理の原則

宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、消費者が安心して取引を行うこと
ができる環境を整備することが必要があることから、常に公正な立場を保持して業務に

、 、誠実に従事するとともに 宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携を図り
宅地及び建物の円滑な取引の遂行を図る必要がある。

（４）宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として専門的知識をもって重要事項の説明

等を行う責務を負っており、その業務が取引の相手方だけでなく社会からも信頼されて
いることから、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

（５）宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上
宅地建物取引士は、常に 新の法令等を把握する等、知識を更新するよう努めなけれ

ばならない。
（６）宅地建物取引業者による従業者の教育

宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講習に参加させる等、必要な教育を行
うよう努めなければならない。

（７）宅地建物取引士証の提示
法第２２条の４及び第３５条第４項に規定する宅地建物取引士証の提示の際は、住所

欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えない。
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